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この共通業務水準書は，倉敷市市民交流センター条例（平成２２年倉敷市条

例第５３号。以下「交流センター条例」という。），同施行規則（平成２３年

倉敷市規則第５２号）（以下「交流センター施行規則」という。），倉敷市公

園条例（平成１７年倉敷市条例第９６号。以下「公園条例」という。），同条

例施行規則（平成１７年倉敷市規則第１００号。以下「公園施行規則」という。），

倉敷市武道場条例（昭和４６年倉敷市条例第３５号。以下「武道場条例」とい

う。），倉敷市武道場施行規則（平成２０年倉敷市規則第２８号。以下「武道

場施行規則」という。）及び「玉島市民交流センター，阿賀崎公園及び玉島武

道館指定管理者 募集要項（令和３年４月）」に定めるものの外，指定管理者

が行う業務の詳細について定めることを目的とする。

１ 目指すべき方向性

(１) 現状認識

玉島市民交流センター（以下「交流センター」という。）,阿賀崎公園及び

玉島武道館の３施設（以下「交流センター等」という。）は近接し，相互に関

連しながらひとつのエリアを構成している。市では，この交流センター等の

敷地を合わせた区域を玉島市民交流センターエリア（以下「交流センターエ

リア」という。）と定めている。

交流センターエリア整備以前，同エリアには，これまで玉島公民館,玉島労

働会館,玉島球技場,玉島武道館,阿賀崎公園の５つの施設が隣接していたが，

それぞれの施設が独立した管理・運営を行っており，利用相談や苦情等の窓

口が異なっていた。このため，市民にとっては，必ずしも分かりやすい施設

運営であったとは言えない状況であった。

しかし，交流センターエリア整備以後は，交流センター等を一つの公共施

設として捉えた総合的な管理・運営により，相談窓口の一本化など，市民に

とって，より分かりやすく，利用しやすい施設管理，施設運営になったと考

えている。

(２) 目指すべき方向性

交流センター等の管理・運営にあたっては，これまでと同様，交流センタ

ー等を一つの公共施設として捉えた総合的な管理運営を行う。また，施設・

設備等の維持修繕や改修を適切かつ計画的に実施するとともに，新型コロナ

ウイルス感染症等への徹底した対策を講ずることにより，施設利用者が，よ

り安全・快適に利用できる施設管理，施設運営を目指すことにしている。

２ 管理運営に関する基本的な考え方

施設管理では，施設利用者が安心して利用できるよう日常的に点検を行い，仕

上げ材等の浮き，ひび割れ，はがれ，カビ等が発生しない状態を維持し，かつ美

観を維持すること。また，施設の設備の機能を維持するとともに，施設利用者が

快適に施設を利用できる良質な環境を提供するとともに，備品等を常に整理・整

頓し，管理面や衛生面に万全を期すこと。特に，安全確保と事故防止や救急措置

のため，業務従事者の知識技能の向上を図り，利用者に対する利用規制やマナー
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向上に向けた適切な対応を行なうとともに，利用者へのサービス向上に努めるこ

と。

ア 施設利用者の安全確保を第一とすること。

イ 利用者にとって快適な施設であることに努めること。

ウ 特に，子ども，障がい者，高齢者など快適な利用について支援が必要な人

への配慮や工夫に努めること。

エ 各施設及び３施設間の効率的・弾力的運営を行うこと。

オ 適時適切な広報活動を実施するなど，交流センター等の積極的な利用促進

を図ること。

カ 整理整頓に努め，衛生面に万全を期すこと。

キ 魅力ある講演会・講座，地域連携事業及び自主事業を実施し，市民サービ

スの向上に努めること。

ク 個人情報の保護を徹底すること。

ケ 「新しい生活様式」や政府及び諸団体のガイドライン等に基づき，新型コ

ロナウイルス感染症への対策を徹底し，感染症の拡大防止を図ること。なお，

新たな感染症が発生し，各種ガイドライン等が発表された場合も，同様とす

る。

３ 法令等の遵守

（１） 市民交流センターの管理運営にあたって遵守する法令等

ア 交流センター条例及び交流センター施行規則

イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行令（昭和２２年政

令第１６号）

ウ 倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年倉敷

市条例第５４号）及び同施行規則（平成１５年倉敷市規則第８４号）

エ その他管理運営に適用される法令

（２） 阿賀崎公園の管理運営にあたって遵守する法令等

ア 公園条例及び公園施行規則

イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行令（昭和２２年政

令第１６号）

ウ 倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年倉敷

市条例第５４号）及び同施行規則（平成１５年倉敷市規則第８４号）

エ その他管理運営に適用される法令

（３） 玉島武道館の管理運営にあたって遵守する法令等

ア 武道場条例及び武道場施行規則

イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行令（昭和２２年政

令第１６号）

ウ 倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年倉敷

市条例第５４号）及び同施行規則（平成１５年倉敷市規則第８４号）

エ その他管理運営に適用される法令
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４ 共通の業務

(１) 遺失物・拾得物の処置・保管業務

本施設内で，遺失物・拾得物を発見した場合は，拾得物保管表に記入し，

保管・処理する。また，貴重品類に関しては，玉島警察署へ移管すること。

(２) 環境衛生管理業務

施設利用者が快適に施設を利用できるよう良質な環境を提供するため，常

に交流センターエリア内の適切な環境衛生の維持に努めること。なお，業務

に当たっては，建物の使用目的，使用内容等を十分に把握するとともに「建

築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）」等

の関係法規を遵守すること。

(３) インフラ関係の契約及び料金支払い業務

以下のインフラ関係の契約及び料金の支払いを行い，交流センターエリア

に安定的なインフラ供給を行うこと。

ア 電気

イ 給排水

ウ ガス（都市ガス，ＬＰＧ）

エ 電話

オ テレビ（ケーブルテレビを含む）

カ インターネット

(４) 施設及び設備の維持管理に関する業務

本施設を適切に管理運営するために，日常的に点検を行い，仕上げ材等の

浮き，ひび割れ，はがれ，カビ等が発生しない状態を維持し，かつ美観を維

持すること。また，施設を安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努

めるとともに，建築物等の不具合を発見した際には，速やかに市に報告する

こと。

《維持管理経費の分担》

維持管理内容 市
指定管理

者

施設の維持管理にかかる消耗品

（注１）
○

施設及び設備並びに備品等を維持管理するため

に必要な電池，薬剤等の消耗品（注１）
○

施設及び設備並びに備品等が破損・消耗等した場

合で，1件50万円未満の修繕・補給等（注２，注

３）

○

施設及び設備並びに備品等が破損・消耗等した場

合で，1件50万円以上の修繕・補給等
※○

※ ただし，大規模修繕（1 件 50 万円以上と認めるもの）は，修繕内容を精査

のうえ，毎年度に予算の範囲内で市が修繕等を行うこととし，修繕等の実
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施時期は，指定管理者との協議により決定する。

施設の修繕料に関しては，収支計算書（様式４）にて提案した額を指定期

間満了までに使い切ること。

注１) 施設及び設備（電気・機械設備を含む）並びに備品等を維持管理す

るために必要な消耗品及び定期交換部品等については，定期的に確認

を行い，交換・補充の時期を失しないようにすること。

注２) 契約書又は領収書等で実態が確認できる書類を添付して報告する

こと。

注３) 市と協議の上，備品等を寄付することで使い切ることも可とする。

ア 設備の保全業務

各設備機器に対して，定期的な潤滑油の給油，周期的な消耗部品の交換，

粉塵等の除去を行い，機能維持に努めること。又，設備機器等に異常を発見

し，応急処置を行う必要があるときは，その被害を防止するため，工具類等

を用いて，必要な知識・経験・技能を修得した者に処置させること。

イ 設備の維持管理に関する業務

(ア) 維持管理

設備の維持管理業務を効率的にかつ的確に実施するため，各種計器表

示類の指示変化を監視し，異常の早期発見に努めるとともに，事故時は，

速やかに適切な処置を行い，被害を最小限にとどめること。また，操作

及び調整を行う場合は，他の関連機器の運転，停止の有無あるいは状態

の確認を行い，特に調整は各作業の段階ごとに結果を確認しながら進め

ること。

(イ) 設備機器の検針及びデータの収集

電気（太陽光発電を含む）・水道・ガスの使用量の検針を行い，市が指

示する施設区分別のデータの収集，積算等を行うこと。

ウ 清掃業務

指定管理者は，良好な環境衛生，美観の維持に心がけ，公共の施設として

の安全かつ快適な空間を保つために必要な清掃業務を実施すること。

管理区域にかかる箇所について日常的に清掃を行い，施設，備品，器具等

が常に清潔な状態に保たれるようにすること。清掃回数等の条件は，指定管

理者が利用頻度に応じて，適切に設定すること。特に，トイレ等の水周りに

ついては，衛生等について留意すること。また，消耗品は常に補完された状

態にすること。なお，演奏会やイベント等で施設が利用される場合は，原則

として発生したゴミ等を主催者に処理させるとともに，エントランスホール

等について，演奏会やイベント等の終了後速やかに清掃を行うこと。

なお，詳細な内容については，清掃業務水準書のとおりとする。

(５) テニスコート

日常的に開場前に行う業務として，本体および付帯設備の点検、清掃を行

うこと。また，全天候型（砂入り人工芝）コートにおいては，適切なブラッ

シングと落葉の除去を行うとともに，砂の量を適切に維持すること。
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(６) 芝生の管理業務

芝生の管理（散水，芝刈り，施肥，害虫駆除，除草，補植，施肥，清掃等）

及び施設付属物等の維持管理を行うこと。なお，阿賀崎公園は，交流センタ

ーの利用者，特に乳幼児が芝生面を常時利用することを想定している。

ア 犬猫の糞の除去等衛生面に配慮した管理を行うこと。

イ 必要に応じて，手抜き・手刈り・芝刈り機等を使い分けて行うこと。

ウ 芝刈りについては，刈り上がりがムラにならないよう注意すること。

エ 刈り取った芝や回収した散乱ゴミ等の廃棄物は，５種分別し，市の環境

センター及び処理施設へ搬入すること。（※市の施設も有償です。）

オ 散水，補植，施肥，害虫駆除，芝刈り，除草を計画的に行い，適切な芝

の状態を維持すること。

カ 芝が委託及び指定期間内に枯損した場合は，復元を行うこと。

キ 業務の実施にあたっては，施設の利用に影響がないように実施すること。

(７) 施設内の外構・植栽等の管理業務

施設の環境衛生及び景観を保持するため，施設内における外構（芝生・ア

スファルト舗装・樹木等）の清掃，管理及び施設付属物等の維持管理を行う

こと。また，植栽の管理（散水・除草・剪定・伐採・清掃等）を行うこと。

ア 必要に応じて，手抜き・手刈り・草刈り機を使い分けて行うこと。

イ 草刈りについては，刈り上がりがムラにならないよう注意すること。

ウ 刈り取った草や回収した剪定くず，散乱ゴミ等の廃棄物は，５種分別し，

市の環境センター及び処理施設へ搬入すること。（※市の施設も有償です。）

エ 散水，施肥，害虫駆除，剪定，除草，芝刈を計画的に行い，適切な緑樹

の状態を維持すること。

オ 植栽が委託及び指定期間内に枯損した場合は，復元を行うこと。ただし，

異常渇水による給水制限に起因する枯損等指定管理者の責に帰することが

できない事情があるときは，この限りでないものとする。

カ 業務の実施にあたっては，施設の利用に影響がないように実施すること。

(８) 主な保守点検等の管理対象設備

各設備の日常の機器運転記録管理，点検，整備を行うこと。また，各設備

に対して法定点検及び初期性能・機能保持のため，外観点検，機能点検，機

器動作性試験，整備業務を行うこと。その際，必要な消耗品の更新について

も，指定管理者の負担により随時行うこと。

なお，点検及び正常に機能しない際の対応等について，適切に記録に残す

こと。

ア 電気設備関係

・高圧受電設備    ・自家発電設備     ・電灯コンセント設備

・動力設備      ・放送設備ほかの通信設備・中央監視設備

・自動火災報知設備ほかの防災設備

・電話設備      ・太陽光発電設備    ・舞台音響設備

・舞台照明設備    ・情報ネットワーク設備
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イ 機械設備関係

・給排水設備    ・給湯設備   ・ガス設備(都市ガス，ＬＰＧ)

・消火設備(消火器込）・換気設備    ・空調設備

・機械排煙設備  ・自動制御設備

ウ 建築関係

・自動扉      ・エレベーター  ・排煙オペレーター

・防火扉，防炎垂壁  ・舞台機構    ・入退室管理設備

・シャッター各種 ・可動間仕切   ・可動バスケットゴール

エ 管理除外設備関係

・倉敷市の情報ネットワーク設備

・玉島公民館事務所の事務設備

(９) 主な定期点検・整備業務の内容

対象施設及び設備の運転，保守に際しては，関連法令，規則等を遵守して

行うこと。点検については，日常の点検，整備を基本とし，設備機器の正常

な状態を確認すること。また，点検の実施結果は，管理日誌に記録すること。

また，点検結果により故障及び異常を発見した場合は，すみやかに対処し

適切に記録を残すこと。

なお，法定点検及び定期点検等の詳細な内容については，施設及び設備の

維持管理業務水準書のとおりとする。

(10) 利用者の安全の確保に関すること

利用者の安全対策，監視体制等について，各種マニュアルを作成し，従

業員を指導し，万一に備えて従業員を訓練すること。

ア 急病等への対応

指定管理者は，施設利用者，来場者等の急な病気，ケガ等に対応できるよ

う，マニュアルを作成するとともに，近隣の医療機関と連携し，緊急時には

的確な対応を行うこと。また，利用者，来場者等が死亡，重傷等の重大な事

故が起こった場合は，直ちに市に報告し，その指示に従うこと。

イ 緊急時の対応

指定管理者は，災害等緊急時の利用者の避難，誘導，安全確保及び必要な

通報等についてのマニュアルを作成し，緊急事態の発生時には，的確に対応

すること。また，警察，消防等に要請するような災害等の緊急事態が発生し

た場合には，ただちに市にその旨を連絡すること。

ウ 災害等の非常対応

地震，火災など災害が発生した場合には，迅速かつ的確に情報を利用者に

伝達するとともに避難誘導体制を確立し，安全確保に取り組むこと。

エ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）の規定に従い，非難訓練等を実

施すること。

(11) 事故防止・事故への対応等

ア 施設内での事故防止及び迷惑行為防止のため，施設の使用状況を適宜把

握し，必要に応じて利用者への指導などを行うこと。
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イ 催事等においては，実施前の打合せ，マニュアル等により主催者と管理

事務所の情報伝達方法と役割分担を確認すること。併せて，周辺混雑対策，

輸送交通対策,騒音対策等，必要な対策を講じ,関係機関との連携体制など

も確認すること。

ウ 事故や急病が発生した場合は，被害者の救済，保護などの応急措置を講

じる他，状況に応じて関係機関に連絡をとり対処すること。

エ 重大な事故等については，直ちに市に報告し，その指示に従うこと。

オ 気象庁から注意報，警報等が発令された場合，利用者への喚起，利用の

中止等適切な処理，対応をすること。

カ 利用者の安全対策，監視体制等について，各種マニュアルを作成し，従

業員を指導し，万一に備えて従業員を訓練すること。

また，緊急対策，防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュア

ルを作成し，従業員を指導し，万一に備えて従業員を訓練すること。

キ 施設利用者等が突然の心肺停止に陥った場合の救命活動が円滑に行われ

ることを目的として，市民交流センター交流棟と体育棟にＡＥＤ（自動体

外式除細動器）を設置し，従業員又は非医療従事者が常時使用できるよう

管理を行うこと。また，最低年１回以上定期点検を行い，ＡＥＤを使用し

た後においても，次回以降使用できるか否か点検し，消耗品の更新も含め，

適正な管理を行うこと。

(12) 災害時の非常対応に関する業務

台風等の災害時に交流センター等が避難所の指定を受けた場合，指定管理

者は施設の提供等倉敷市の指示に従い，積極的に協力すること。

(13) 個人情報保護等に関する業務

個人情報保護の大切さを従業員に周知・徹底し，万一これが漏洩等した場

合の対策を講じること。また，指定管理者が業務に伴い作成し，又は受領す

る文書等は，別途指定管理者において規程等を定め，適正に管理・保存し，

委託及び指定期間終了時に市の指示に従って引き渡すこと。

(14) 施設賠償責任保険，自動車管理者賠償責任保険及び機械保険の加入に関す

る業務

ア 身体上の損害については，被害者１名につき金３千万円以上，かつ，１

事故につき１億円以上のこと。

イ 財物上の損害については，１事故につき５百万円以上のこと。

ウ 個人情報の漏えいについては，賠償１千万円以上，費用１百万円以上の

こと。

(15) 管理運営のための体制の整備に関する業務

ア 責任者及び副責任者

施設の管理運営業務の責任者及び副責任者並びに地域活性化及び舞台芸

術活動の支援業務の担当者は，指定管理者の正規社員とすること。

イ 配置人員

安全性の確保や利用者の利便性の向上を念頭に，十分な人員を配置す
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ること。また，管理・運営に係る全従業員（臨時職員を含む）の勤務形

態等については，労働基準法・労働安全衛生法・その他労働関係法令を

遵守し，管理・運営に支障のないように配置すること。

ウ 経理業務・受付業務・帳簿作成業務・その他体制の整備に必要な業務

を実施すること

エ 通常の統括管理及び緊急時の対応等に即応できる体制を確保するこ

と。

オ 研修

従業員に対して，施設の管理運営に必要な研修を実施すること。

(16) 警備及び巡回業務

本施設内の防災，防犯に努め，安全確保と事故防止等に万全を期し，利用

者が安心して利用できる環境の確保を行うこととし，常に使用内容等を把握

し，不審者や不審物を発見した場合は，適切に対応すること。又，戸締り，

消灯等の確認，異常の有無などの点検を行うこと。鍵の管理，施錠の確認等

閉館開館にあたっての建物管理には，十分な配慮を行うこと。

なお，詳細な内容については，警備業務水準書のとおりとする。

(17) 倉敷市行事への協力に関する業務

市が主催又は共催する行事等について，協力すること。

(18) 指定期間満了等に伴う引継ぎに関する業務

ア 指定及び委託期間の満了などに伴い，市が次期指定管理者選定のための

説明会・施設見学会・指定管理者選定委員会等を開催する場合には，これ

に協力すること。

イ 次期指定管理者への施設・設備・備品等の引渡し，次期指定管理者の視

察対応，予約者預かり金の引渡しなど，次期指定管理者と協議し円滑に引

継ぎに関する業務を実施すること。

(19) 地球温暖化防止に関する取り組み

市は，ISO14001 の認証を取得している。

指定管理者の管理する他の施設においても，環境法令を遵守し，施設等か

ら発生する廃棄物の発生抑制，分別化及びリサイクルに努め，環境負担の軽

減と維持費の低減のため省エネルギー及び温室効果ガス排出量削減にも積極

的に努めること。

(20) その他管理運営に関し必要な業務

５ 立入検査について

市は必要に応じ，施設，物品，各種帳簿等並びに管理運営の実地について検査

を行う。指定管理者は，合理的な理由無く，これを拒否できないこととする。

６ 備品・消耗品等の所有権及び調達

指定管理者に貸付ける備品等については，市の所有とし，その使用及び保

管は十分注意すること。指定管理者が，自らが調達する備品等については，
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指定管理者の所有とする。ただし，その都度，市に報告のこと。

なお，現指定管理者が市の備品・消耗品リストに基づき調達した備品及び

消耗品については，市及び現指定管理者と引継ぎについて協議を行うこと。

７ その他注意事項

(１) 公の施設であることを常に念頭において，公平な運営を行うこととし，特

定のものに有利あるいは不利になる運営をしないこと。

(２) 玉島文化センターを始めとする市の公の施設との連携を図った運営を行う

こと。

(３) 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は，市と協

議を行うこと。又，作成後は，規定の内容を報告すること。

(４) 施設の利用等について，利用者，住民等から苦情があった場合は，適切な

対応をするとともに，その内容を市へ報告すること。

(５) 施設見学や取材及び撮影を希望する者に対しては，運営に支障のない限り，

許可するよう努めること。なお，取材及び撮影に当たっては，他の利用者の

活動に支障がないように配慮すること。

(６) 指定管理者は，この業務水準書に規定するほか，指定管理者の業務の内容

及び処理について，疑義が生じた場合は市と協議し決定すること。

(７) 指定管理者は，必要な許認可等の取得，監督官庁への届出業務，情報公開

条例に基づく情報公開等の業務を行うこと。

(８) 市は必要に応じ，施設，物品，各種帳簿等並びに管理運営の実地について

検査を行う。指定管理者は，合理的な理由無く，これを拒否できないことと

する。

(９) 指定管理者の従業員等が通勤で使用する車両については，施設敷地の空き

スペースまたは施設内駐車場を，利用者の利用に支障のない範囲で使用する

ことができる。


